
  

神奈川県男女共同参画推進条例施行規則 

平成14年３月29日規則第40号 

 

（届出対象事業所） 

第１条 神奈川県男女共同参画推進条例（平成14年神奈川県条例第８号。以下「条   

例」という。）第10条第１項に規定する規則で定める数は、届出に係る年の10月1日

に常時使用する従業員の数が300人以上とする。 

一部改正〔令和３年規則29号〕 

（適用除外の事業所） 

第２条 条例第10条第１項ただし書に規定する規則で定める事業所は、国、県及び市

町村の事務所並びに独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に規

定する行政執行法人の事業所とする。 

一部改正〔平成27年規則28号〕 

（届出事項） 

第３条 条例第10条第１項第８号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

(１)  常時使用する従業員のうち、特に雇用期間を定めない者で正社員又は正規職

員とされるもの（以下「正社員」という。）の平均年齢及び平均勤続年数並びに

その男女別の数 

(２) 正社員の採用者数及びその男女別の数 

(３) 専ら事業所全般又は事業所に設けられた組織の経営及び管理の業務に従事す

る者（以下「管理職」という。）の登用数及びその男女別の数 

(４) 管理職に準ずる職にある者の数及びその男女別の数 

一部改正〔令和３年規則29号〕 

（届出書の提出） 

第４条 条例第10条第１項の規定による届出は、毎年11月30日までに、男女共同参画

の推進の状況に関する届出書（別記様式）により行わなければならない。 

（提案等の申出ができる者） 

第５条 条例第14条第１項に規定する規則で定める者は、県内に勤務する者又は県内

に在学する者とする。 

附 則 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。ただし、第１条から第４条までの規

定は、同年10月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月29日規則第47号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第48号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月28日規則第52号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月27日規則第28号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月25日規則第15号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月30日規則第29号） 

この規則は、令和３年10月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月22日規則第15号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する 

 



  

別記様式（第４条関係）（第１面）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 
男女共同参画の推進の状況に関する届出書 

年  月  日 
   神奈川県知事殿 

届出者 住  所 法人にあっては、所在地、  
氏  名 名称及び代表者の氏名   

神奈川県男女共同参画推進条例第 10 条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

事
業
所
の
名
称
等 

フ リ ガ ナ  

名 称 
 

所 在 地 
 
 

主 た る 業 種 大分類 
 

中分類 
 

事

業

所

の

状

況 

職

務

区

分

別

の

数 

職務区分 
常時使用する従業員（人） う ち 正 社 員（人） 

総  数 うち男性 うち女性 総  数 うち男性 うち女性 

人事･総務･
経理       

企画･調査･
広報       

研究・開発       

情報処理       

営  業       

販売・サー
ビス       

生  産       

合  計       

正社員の平均年

齢及び平均勤続

年数 

区    分 平 均 年 齢（歳） 平均勤続年数（年） 

正 社 員   

  うち男性   

  うち女性   

正社員の採用者

数 
総 数（人） うち男性（人） うち女性（人） 

   

管   

理   

職   

等 

管理職等の

数 

管理職等の種類 管理職等の数（人） うち男性（人） うち女性（人） 

部長相当職    

課長相当職    

係長相当職    

管 理 職 の 
登 用 数 

管理職の種類 管理職数（人） うち男性（人） うち女性（人） 

部長相当職    

課長相当職    

 
 
 



  

（第２面） 

事

業

所

の

状

況 

教
育
訓
練
の
実
施
状
況 

項  目 
実 施 状 況 参  加  の  状  況 

実施している 実施して 
いない 

男性のみ参加 
している 

女性のみ参加 
している 

男女とも参加 
している 

能力向上のための教育

訓練 １ ２ ５ ６ ７ 

管理職養成のための教

育訓練 ３ ４ ８ ９ 10 

業
務
の
遂
行
と
家
庭
生
活
に
お
け
る
活
動
と
の
両
立
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
の
状
況 

育児休業

取得対象

者数及び

取得者数 

育児休業取得対象者数 

合計（人）  

うち男性（人）  

うち女性（人）  

区 分 

育児休業期間別の取得者数 

５日 
未満 

５日 
以上 

２週間未
満 

２週間 
以上 
１か月 
未満 

１か月 
以上 
３か月 
未満 

３か月 
以上 
６か月 
未満 

６か月 
以上 
８か月 
未満 

８か月以
上 

10か月 
未満 

10か月 
以上 

12か月 
未満 

12か月 
以上 

18か月 
未満 

18か月 
以上 

24か月 
未満 

24か月 
以上 

合計 

取得者数

の合計

（人） 
            

うち男性

（人）             

うち女性

（人）             

介護休業及び子の看護

休暇の取得者数 

区     分 介護休業 子の看護休暇 

取得者数の合計（人）   

 うち男性の取得者数（人）   

 うち女性の取得者数（人）   

セクシュア

ル・ハラスメ

ントを防止す

るための措置

の状況 

方針の周知・啓発の
方法 

就業規則等による 
周知 社内報等による周知 研修、講習等の実施 その他 

１ ２ ３ ４ 

相談・苦情受付窓口
の整備の方法 

相談担当者の設置 マニュアルの整備 外部機関への委託 その他 

５ ６ ７ ８ 

懲戒規定以外の措置を就業規則等の内部規則で定めている 
いる いない 

９ 10 

連

絡

先 

所 属 名  

担当者氏名  

電話番号  内線  
 
 

 

 



  

 

（第３面） 

備考 １ 「主たる業種」欄には、統計法第 28 条の規定に基づき、統計基準と

して日本標準産業分類を定める件（令和５年総務省告示第 256 号）に

定める日本標準産業分類の大分類及び中分類を記入してください。 

２ 「職務区分別の数」欄には、届出に係る年の 10 月１日（以下「基 

準日」という。）現在の人数を記入してください。なお、「生産」には、 

建設、運輸及び物流部門も含めてください。 

３ 「常時使用する従業員」とは、次のいずれかに該当する者をいいま 

す。ただし、派遣社員は含めないでください。 

⑴ 期間を定めずに、又は１か月を超える期間を定めて雇われている 

 者 

⑵ 臨時又は日雇い従業員で、基準日前２月の各月にそれぞれ 18 日 

以上雇われたもの 

４ 「正社員」とは、神奈川県男女共同参画推進条例施行規則（以下「規 

則」という。）第３条第１号に規定する者をいいます。ただし、親会社 

等からの転籍出向者は含めますが、在籍出向者は含めません。 

５ 「正社員の平均年齢及び平均勤続年数」欄には、基準日現在におけ 

る年数で計算し、小数点以下の端数があるときは、小数点第２位を四 

捨五入した数を記入してください。 

６ 「正社員の採用者数」欄には、基準日前１年間の状況を記入してく 

ださい。 

７ 「管理職等」欄には、基準日現在の人数を記入してください。なお、 

「部長相当職」及び「課長相当職」とは、規則第３条第３号に該当す 

る者をいい、「係長相当職」とは、規則第３条第４号に該当する者をい 

います。部長、課長等の役職名を採用していない場合や次長職等管理 

職(等)の種類欄にない管理職については、実状に応じてどの役職に該 

当するか適宜判断してください。 

８ 「管理職への登用数」欄には、基準日前１年間の状況を記入してく 

ださい。 

９ 「教育訓練の実施状況」欄は、それぞれの項目ごとに該当する番号を 

○で囲んでください。 

10 「育児休業取得対象者数」欄には、基準日の２年前から１年間に出産 

等により子を養育することとなった者のうち、育児休業の取得対象とな 

るものの人数を記入してください。 

11 「育児休業期間別の取得者数」欄には、「育児休業取得対象者数」欄 

に計上した者のうち、基準日の前日までに育児休業を取得したものの人 

数を育児休業期間別に記入してください。なお、育児休業期間には、基 

準日以後に取得予定である期間も含めてください。 

12 「介護休業及び子の看護休暇の取得者数」欄には、基準日前１年間の 

状況を記入してください。 

13 「セクシュアル・ハラスメントを防止するための措置の状況」欄は、 

それぞれの項目ごとに該当する番号を○で囲んでください 

 

 

 


